
平 成 ２３ 年 度 

社 会 福 祉 施 設 ケ ア リ ー ダ ー 研 修 実 施 要 領 

１．目 的                                                        

社会福祉施設は、利用者本位の「福祉サービス利用システムの確立」「良質な福祉サービスの提

供」「地域福祉の推進」など抜本的な改革が進められております。 
 このような現状の中、社会福祉事業者・社会福祉従事者は制度改正の趣旨・状況を把握し、高い

倫理観と専門性に基づき、利用者のニーズにあったサービスを提供することが求められています。 
そこで、本研修では、社会福祉施設において介護・援助・看護業務のリーダーの立場にあるも 

のが施設におけるコンプライアンスルールの確立と中間管理職としてのやるべきことや職場内の

連携の強化について学び、利用者の生活支援の充実を目指します。 
２．主 催                                                        

 社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県社会福祉研修センター 

３．日 時                                                        

平成２３年１０月６日（木）10:00～16:00・７日（金）9:30～15:45（２日間） 
４．会 場                                                        

山形県社会福祉研修センター ３階 講堂 

 （〒990‐0021 山形市小白川町２－３－３０ 山形県小白川庁舎内 ＴＥＬ023－622-2730） 

５．受講対象及び定員                                                

 ○社会福祉施設（保育所を除く）において介護・援助・看護業務のリーダー的立場にある者 

  （平成 22/21 年度受講者を除く） 

 ○定員：１２０名 

６．受講料                                                       

 ３,５００円 ※研修初日に受付にて頂戴いたします。釣銭のないようご協力をお願いいたします。 

７．日 程                                                        

〔１０月６日（木）〕 

9:30   10:00  10:30             12:00   13:00                       16:00 

 
受付 開講式 ①講義 

昼食 

休憩 
講義（午前に引き続き） 

 

〔１０月７日（金）〕 

9：30                     12：00   13：00                15:30 15:45 

②講義・演習 
昼食 

休憩 
講義・演習（午前に引き続き） 

閉

講 

 

８．内 容                                                        

[１０月６日（木）] 

 ①講義「組織・職場内におけるコンプライアンスルール」（10：30～16：00） 

○ 社会福祉施設のリーダーを対象に、コンプライアンスルールの策定と実施、及び組織運営に

ついて学びます。 

             講師：特定非営利活動法人ふくし＠JMI  理事長  小 湊  純 一 氏 



 [１０月７日（金）] 

 ②講義・演習「リーダー・中間管理職に必要なリーダーシップ 

～ケアの質は指導者の能力に左右される～」（9：30～15：30） 

○ リーダーシップとは？リーダー・中間管理職のやるべきこと、看護と介護の視点のズレをな

くし連携を強める方法を学びます。 

             講師：介護老人保健施設 鶴舞乃城 看介護部長  髙 口 光 子 氏 

 

９．申し込み方法・締め切り                                             

（１）申込方法 

《本センター主催研修受付システムにご登録いただいている場合》 

 本システム申込フォームに必要事項を入力しお申込みください。 

なお、受講の可否に関する通知は９月６日（火）までに行います。 

《未登録の場合》 

 別添参加申込書に必要事項を記載し、郵送またはＦＡＸにて下記事務局まで送付ください。 

なお、受講の可否に関する通知は９月６日（火）までに行います。 

申込締切 平成２３年９月２日（金）必着 

＊申込状況により締切日前でも募集を締め切らせていただくことがあります。 

＊申込状況により、「５．受講対象・受講条件」に記載していない場合でも一事業所あたりの受講人数を

制限させていただくことがあります。 

 

１0．受講するにあたって                                                      
〇受講者には 2日目の研修テキストとして「髙口光子の介護保険施設における看護介護のリーダ

ー論」（単価  2,520 円）をご用意いただきます。 

まだお持ちでない場合は、研修時に販売いたしますのでお求めください。 

 
１１．その他                                                       

〇受講を承認された方には「受講承認通知書」をお送りします。研修当日の受付でご提示いただ

きますので、忘れずにご持参ください。 ご提示いただけない場合は、受講をお断りする場合

があります。 

〇本センター駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用いただくか、できる限り相乗り

でお越しください。特に、同じ市町村内にある同一法人・施設で複数名をお申込の際は複数台

ではお越しにならないようお願いいたします。 

〇出席簿に押印をいただきますので、印鑑をご持参ください。 
〇研修日当日「株式会社市役所食堂（食堂ふれあい）」が昼食販売をいたします。(税込５００円) 

 〇昼食を希望する方は、研修日当日に受付を設置いたしますので、研修開始前までに「昼食受付」

にてご注文ください。なお、昼食に関するお問い合わせはＴＥＬ０２３－６２５－９１４０（９

時～１４時）にお願いいたします。 
 〇宿泊については斡旋をしておりません。各自ご手配くださいますようお願いいたします。 

 〇「研修参加に係る留意点」（別紙）をご確認の上受講してください。 

 〇各研修の内容については本研修センターＷｅｂサイトからもご覧いただくことができます。 

http:// www.ymgt-shakyo.or.jp/kenshu/kensyutop.htm 

 

１２．参加申し込み先・事務局                                            
社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県社会福祉研修センター【担当／村山】 

〒９９０－００２１ 山形県山形市小白川町２－３－３０ 山形県小白川庁舎内 

ＴＥＬ０２３－６２２－２７３０ ＦＡＸ０２３－６２２－２７８９ 

 


